
 高知市災害対応型給油所整備促進事業費補助金交付要綱を次のように定める。 

  令和４年１月27日 

高知市長 岡 﨑 誠 也  

   高知市災害対応型給油所整備促進事業費補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，災害時における石油製品の安定的な供給の確保を図るため，災害時の給油所の稼働に必要

となる設備を整備する者に対して高知市災害対応型給油所整備促進事業費補助金（以下「補助金」という。）

を交付することについて，補助金等の交付に関する条例（昭和29年条例第19号）に定めるもののほか，必要な

事項を定めるものとする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は，本市に所在し，かつ，平成24年12月

に高知県が発表した「南海トラフ巨大地震による震度分布・津波浸水予測」の発生頻度の高い地震における，

本市の浸水予測区域外に所在する給油所（以下「補助対象給油所」という。）を経営する者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，次に掲げる者は，補助金の交付の対象としない。 

 ⑴ 高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則（平成23年規則第28号。以下「規則」という。）第４条各

号のいずれかに該当すると認められる者 

 ⑵ 県税又は市税を滞納している者 

 （補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は，災害時において補助対象給油所

の稼働に必要となる設備のうち，別表に掲げる設備を整備する事業とする。ただし，当該補助対象給油所に当

該設備と同様の設備を整備するために国の補助金の交付を受けた場合又は受けようとしている場合は，補助金

の交付の対象としない。 

 （補助対象経費等） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助限度額は，別表に定めると

おりとする。 

２ 補助金額は，補助対象経費の額又は補助限度額のうちいずれか少ない方の額を限度として，予算の範囲内に

おいて，市長が認める額とする。 

 （補助金の交付申請） 

第５条 補助対象者は，補助金の交付を受けようとするときは，補助金交付申請書（様式第１号）に関係書類を

添えて，市長に申請しなければならない。 

 （補助金の交付決定） 

第６条 市長は，前条の申請があったときは，速やかにその内容を審査し，補助金の交付の可否を決定し，適当

と認めたときは補助金交付決定通知書（様式第２号）により，適当でないと認めたときは所定の補助金交付却

下通知書により当該申請をした補助対象者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者（以下「補助事業者」という。）は，次に掲げる事

項を遵守しなければならない。 

 ⑴ 災害時において，設備の損壊等やむを得ない場合を除き，給油の継続に務めること。 

 ⑵ 災害時において，緊急車両，道路啓開のための重機等へ優先的に給油を行うとともに，国並びに県及び市

の支援活動に協力すること。 

 ⑶ 前号の支援活動に協力する旨を明示したステッカー等を掲示すること。 

３ 前項に定めるもののほか，市長は，補助金の交付決定に際し，必要な条件を付することができる。 

 （交付申請の取下げ） 

第７条 補助事業者は，補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり，交付申請を取り下げよ

うとするときは，当該交付決定の通知を受けた日から２週間以内に，その旨を所定の補助金交付申請取下届出



書により市長に届け出るものとする。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは，当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。 

 （変更承認等） 

第８条 補助事業者は, 補助金の交付決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）について，事業内容を変

更し，中止し，又は廃止しようとするときは，あらかじめ補助事業変更等承認申請書（様式第３号）により，

市長に申請し，その承認を受けなければならない。 

２ 市長は，前項の申請があったときは，速やかにその内容を審査し，変更等の可否を決定し，所定の補助事業

変更等承認（否認）通知書により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。 

 （繰越承認） 

第９条 補助事業者は，補助事業が補助金の交付決定の日の属する年度内に完了し難いと認められ，当該事業を

翌年度に繰り越す必要が生じたときは，年度終了実績報告及び繰越承認申請書（様式第４号）により，市長に

申請し，その承認を受けなければならない。 

２ 市長は，前項の申請があったときは，速やかにその内容を審査し，繰越しの可否を決定し，その旨を所定の

補助事業繰越承認（否認）通知書により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第10条 補助事業者は，補助事業が完了したとき（第８条第２項の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を

受けたときを含む。）は，当該完了の日から起算して30日を経過した日又は当該完了の日の属する年度の３月

31日のいずれか早い日までに，実績報告書（様式第５号）に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。 

 （補助金額の確定） 

第11条 市長は，前条の報告があったときは，速やかにその内容を審査し，補助事業の成果が補助金の交付決定

の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは，交付すべき補助金額を確定し，補助金額確定通知書

（様式第６号）により補助事業者に通知するものとする。 

 （補助金の交付請求及び交付） 

第12条 補助事業者は，前条に規定する補助金額の確定通知を受けたときは，補助金交付請求書（様式第７号）

により市長に補助金の交付を請求するものとする。 

２ 市長は，前項の請求があったときは，速やかにその内容を審査し，適当と認めたときは，補助金を交付する

ものとする。 

 （補助金の交付決定の取消し） 

第13条 市長は，補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは，補助金の交付決定の全部又は一部を取り

消すことができる。 

 ⑴ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

 ⑵ 規則第４条各号のいずれかに該当することとなったとき。 

 ⑶ 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。 

 ⑷ 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。 

 ⑸ 補助事業を中止又は廃止したとき。 

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか，補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令

に違反したとき。 

２ 前項の規定は，補助事業について交付すべき補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。 

３ 市長は，第１項の規定による取消しをしたときは，所定の補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通

知するものとする。 

 （補助金の返還） 

第14条 市長は，前条第１項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において，補助事業の当該取消

しに係る部分に関し，既に補助金を交付しているときは，期限を定めて，その返還を命じなければならない。 

 （財産処分の制限等） 



第15条 補助事業者は，補助事業により取得し，又は効用の増加した財産（以下「財産」という。）については，

補助事業完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに，補助金の交付の目的に従って，効率的な

運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は，財産については，減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に規

定する耐用年数に相当する期間（以下「処分制限期間」という。）内において，市長の承認を受けないで補助

金の交付の目的に反して使用し，譲渡し，交換し，貸し付け，担保に供し，又は廃棄してはならない。 

３ 補助事業者は，前項に規定する市長の承認を受けて財産を使用し，譲渡し，交換し，貸し付け，担保に供し，

又は廃棄したことにより収入があったときは，当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。 

（稼動の確認等） 

第16条 補助事業者は，補助事業により取得した自家発電設備のうち，処分制限期間を経過しないものについて

は，少なくとも年に１回以上当該設備が稼動するかどうかの確認を行わなければならない。 

２ 補助事業者は，前項の確認の結果及び同項に規定する自家発電設備の使用状況について，毎年５月31日まで

に稼動確認等報告書（様式第８号）により市長に報告しなければならない。 

 （調査等） 

第17条 市長は，補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において，補助事業者に対し，書類の提出

若しくは報告を求め，又は必要な調査をすることができる。 

（整備保管） 

第18条 補助事業者は，補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに，補助事業の完了した日の属する

年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。ただし，財産のうち処分制限期間を経過しないも

のに係る関係書類については，当該処分制限期間を経過するまで保管しなければならない。 

 （その他） 

第19条 この要綱に定めるもののほか，補助金の交付に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は，平成30年11月26日から施行する。 

   附 則                                             

 この要綱は，令和元年８月29日から施行し，この要綱の規定による改正後の高知市災害対応型給油所整備促進

事業費補助金交付要綱の規定は，令和元年８月29日から適用する。 

附 則                                             

 この要綱は，令和４年１月27日から施行する。ただし，第２条の改正規定は，令和元年12月26日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



補助対象設備 補助対象経費 補助対象要件 補助限度額 

自家発電設備 自家発電設備（太陽光発電設備を除

く。）の整備に要する経費のうち，

次に掲げるもの。ただし，一般管理

費，諸経費等を除く。 

⑴ 本体購入費 

⑵ 設置工事費（自家発電機のた

めの建屋設置費及び当該設備の

設置のために必要な既存設備の

撤去費を含む。） 

⑶ 電気工事費 

⑷ 試験調整費 

⑸ 消防関係法令に基づく申請に

係る手数料 

次に掲げる要件を全て満たすもの

であること。 

⑴ 導入設備の出力合計が３

kVA以上30kVA以下であるこ

と。ただし，当該補助対象給

油所に既存の内燃機関発電設

備がある場合は，既存の内燃

機関発電設備と合わせて出力

合計が30kVA以下であるこ

と。 

⑵ 災害時において給油設備

（計量機の表示部，くみ上げ

ポンプ等）を稼動する能力を

有するものであること。 

⑶ 営業に関係のない設備への

接続等，過剰な電力供給をし

ないこと。 

200万円 

可搬式給油設備 可搬式給油設備（手動式，バッテ 

リー活用式等）の整備に要する経費 

  

 のうち，次に掲げるもの。 

 ⑴ 本体購入費 

 ⑵ 設置工事費 

 ⑶ 消防関係法令に基づく申請に

係る手数料 

  

 備考 

  １ 補助対象設備は，新品に限る。 

  ２ 消費税及び地方消費税は，補助金の交付の対象としない。 

 


